
分収育林における販売・持分買受・契約延⻑の対応の流れ

契約地に販売を希望する⽅がお⼀⼈でもいる場合

持分買受を希望する⽅がいる
（それ以外の⽅は契約延⻑を

希望する）場合

持分買受
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契約延⻑
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⼊札のお知らせ

⼊札執⾏

不落注２・不調注３落札等注１
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分収時期からの
経過期間が⻑いもの

該当しない場合
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⾦額に同意された⽅

・（ア）販売による分収（イ）国による持分の買受け（ウ）契約期間の延⻑のいずれかをご選択いただきます。
・選択いただいたご意向は、意向確認の都度変更することが可能です。
・未回答だった場合は、現⾏契約の内容に基づき、「（ア）販売による分収」と取り扱わせていただきます。

再公売
（不落・不調）

注１：「落札等」には、不落随契（⼊札を⾏った結果、落札者が決定しない等の理由により随意契約を⾏うこと）を含みます。
注２：「不落」とは、予定価格以上の⼊札がなく、落札者が決まらない場合をいいます。
注３：「不調」とは、⼊札で、応札者がいないため落札者が決まらない場合をいいます。

ご意向の確認
（販売予定⽉の６箇⽉前まで）

契約地に販売を希望する⽅がお⼀⼈もいない場合

全員が契約延⻑を
希望する場合

⾦額に同意された⽅

持分買受希望の⽅へ
「買受⾦額」を提⽰

⾦額に不同意の⽅

⾦額に不同意の⽅
（及び契約延⻑を希望の⽅）

⾦額に不同意
の⽅の全員が
契約延⻑を
希望する場合

持分買受希望の⽅へ
「買受⾦額」を提⽰

⾦額に不同意
の⽅に販売を
希望する⽅が
いる場合


